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第103号議案

    令和２年度　茨城県一般会計補正予算（第４号）

　令和２年度茨城県一般会計の補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　1,276,195,434千円とする。

　歳出予算補正」による。

　　　令和２年６月12日提出

茨城県知事　　大 井 川　  和 彦　　　

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,647,764千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入
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     第１表　歳入歳出予算補正 

　　       歳     入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

 千円 千円 千円

9 国 庫 支 出 金 146,979,207          5,904,429            152,883,636        

1 国 庫 負 担 金 51,671,427            4,886                  51,676,313          

2 国 庫 補 助 金 92,398,145            5,899,543            98,297,688          

12 繰 入 金 41,729,092            △1,256,670        40,472,422          

2 基 金 繰 入 金 34,620,833            △1,256,670        33,364,163          

14 諸 収 入 174,224,124          5                        174,224,129        

8 雑 入 4,690,774              5                        4,690,779            

1,271,547,670        4,647,764            1,276,195,434      歳　　　入　　　合　　　計

款 項
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　　       歳     出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

 千円 千円 千円

3 企 画 開 発 費 17,169,267 385,324              17,554,591          

2 開 発 費 2,717,162 385,324              3,102,486            

5 保 健 福 祉 費 226,082,723 5,152,127            231,234,850        

1 厚 生 総 務 費 114,856,752 4,649,000            119,505,752        

3 児 童 福 祉 費 43,645,695 503,127              44,148,822          

6 労 働 費 3,860,487 △1,256,687        2,603,800            

1 労 働 政 策 費 1,950,518 △1,256,687        693,831              

11 教 育 費 275,484,876 367,000              275,851,876        

4 高 等 学 校 費 59,735,962 367,000              60,102,962          

1,271,547,670        4,647,764            1,276,195,434      

              款 項

歳　　　出　　　合　　　計
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第104号議案

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和27年茨城県条例第55号）の一部を次のように改

正する。

付則中第８項を第９項とし，第５項から第７項までを１項ずつ繰り下げ，第４項の次に次の１項を加える。

５ 知事の給料の月額は，令和２年７月１日から令和３年３月31日までの間において，第３条第１項の規定にかかわ

らず，別表第１に定める額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし，手当の額の算出の基

礎となる給料の月額は，同表に定める額とする。

付 則

この条例は，令和２年７月１日から施行する。

令和２年６月12日提出

茨城県知事 大 井 川 和 彦


